
第８５号議案 

加東市社福祉センター条例等の一部を改正する条例制定の件 

加東市社福祉センター条例等の一部を改正する条例を次のように定める。 

令和元年１２月２日提出 

加東市長 安 田 正 義 

加東市条例第  号 

加東市社福祉センター条例等の一部を改正する条例    

 （加東市社福祉センター条例の一部改正） 

第１条 加東市社福祉センター条例（平成１８年加東市条例第１２９号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第９条第１項中「する者」の右に「（以下「使用者」という。）」を加える。 

第１５条を第１７条とし、第１４条の見出しを「（指定管理者による管理）」に改め、同

条第２項第４号中「前３号」を「前各号」に改め、同号を同項第７号とし、同項中第３号

を第６号とし、第２号を第５号とし、第１号を第２号とし、同号の次に次の２号を加える。 

  (3) 社福祉センターの使用料の徴収に関すること。 

(4) 市長の承認を得て社福祉センターの使用料の減免及び還付を行うこと。 

第１４条第２項に第１号として次の１号を加える。 

(1) 市長の承認を得て社福祉センターの開館時間及び休館日の変更を行うこと。 

第１４条中第３項を削り、同条第４項中「「指定管理者」として、これらの規定を適用す

る」を「、「指定管理者」と読み替えるものとする」に改め、同項を同条第３項とし、同条

を第１５条とし、同条の次に次の第１条を加える。 

（利用料金） 

第１６条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、社福祉センターの利用に係る

料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使

用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、



第９条（見出しを含む。）から第１１条（見出しを含む。）まで並びに前条第２項第３号

及び第４号の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。 

第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、第１１条を第１２条とし、第１０

条の次に次の１条を加える。 

（使用料の不還付） 

第１１条 既納使用料は、還付しない。ただし、次に該当するときは、使用料の全部又は

一部を還付することができる。 

(1) 災害その他不可抗力による事由により使用できなくなったとき。 

(2) 使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき。 

別表を次のように改める。 

別表（第９条関係） 

使用料 

（ ）内は、冷暖房使用の場合に加算する。（単位 円） 

区分 午前 午後 夜間 昼間 午後及

び夜間 

全日 摘要 

９：００

～１２：

００ 

１３：０

０～１

７：００

１８：０

０～２

１：００

９：００

～１７：

００ 

１３：０

０～２

１：００

９：００

～２１：

００ 

室名 定員 面積 

１

階

相談室  １０ ３２ ７１０

（５０

０）

１，１２

０

（７１

０）

１，３２

０

（５０

０）

２，１３

０

（１，４

２０）

２，３４

０

（１，２

２０）

２，９５

０

（１，７

３０）

憩いの

間 

平日 ４５ （４０

帖） 

７２ 

２，４４

０

（１，１

２０）

３，０５

０

（１，５

２０）

３，０５

０

（１，１

２０）

５，０９

０

（２，８

５０）

６，１１

０

（２，８

５０）

８，５５

０

（３，７

６０）

土日・

祝日 

４５ （４０

帖） 

７２ 

２，６４

０

（１，１

２０）

３，４６

０

（１，５

２０）

３，６６

０

（１，１

２０）

５，７０

０

（２，８

５０）

７，１２

０

（２，８

５０）

９，７７

０

（３，７

６０）

調理室  ３８ （調理

台７ 

１，８３２，４４２，２４３，４６４，６８６，５１ガス・オ

ーブン使０  ０ ０ ０ ０ ０



   台） 

９１ 

（５０

０）

（７１

０）

（６１

０）

（１，０

１０）

（１，３

２０）

（１，９

３０）

用を含

む。 

２

階

レクリ

エーシ

ョン室

平日 ９９ １３７２，４４

０

（１，１

２０）

３，０５

０

（１，５

２０）

３，０５

０

（１，１

２０）

５，０９

０

（２，８

５０）

６，１１

０

（２，８

５０）

８，５５

０

（３，７

６０）

土日・

祝日 

９９ １３７２，６４

０

（１，１

２０）

３，４６

０

（１，５

２０）

３，６６

０

（１，１

２０）

５，７０

０

（２，８

５０）

７，１２

０

（２，８

５０）

９，７７

０

（３，７

６０）

相談室  １２ ３２ ７１０

（５０

０）

１，１２

０

（７１

０）

１，３２

０

（５０

０）

２，１３

０

（１，４

２０）

２，３４

０

（１，２

２０）

２，９５

０

（１，７

３０）

ボラン

ティア

会議室

  ２２ ３５ ６１０

（５０

０）

１，０１

０

（７１

０）

１，２２

０

（５０

０）

２，０３

０

（１，４

２０）

２，２４

０

（１，２

２０）

２，８５

０

（１，７

３０）

和室   １８ （２０

帖） 

３３ 

６１０

（５０

０）

７１０

（７１

０）

８１０

（５０

０）

１，０１

０

（１，４

２０）

１，５２

０

（１，２

２０）

２，１３

０

（１，７

３０）

（加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例の一部改正） 

第２条 加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例（平成１８年加東市条例第１３１号）

の一部を次のように改正する。 

  第７条中「使用者」の右に「（以下「使用者」という。）」を加える。 

  第１０条中「東条福祉センターの」を削る。 

  第１１条中第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に、「とあるのは」を「と

あるのは、」に改め、同項を同条第２項とする。 

  第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

（利用料金） 

第１２条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、東条福祉センターの利用に係

る料金（以下「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 



２ 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使

用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、

第７条（見出しを含む。）から第９条（見出しを含む。）まで並びに前条第１項第４号及

び第５号の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。 

別表施設等使用料の部会議休憩等の項中「３，３００円」を「３，３６０円」に、「５，

０００円」を「５，０９０円」に改め、同項備考の欄中第２項の次に次の１項を加える。 

 ３ 使用料に１０円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。 

（加東市やしろ鴨川の郷条例の一部改正） 

第３条 加東市やしろ鴨川の郷条例（平成１８年加東市条例第１５１号）の一部を次のよう

に改正する。 

第１１条中第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に、「とあるのは」を「と

あるのは、」に改め、同項を同条第２項とする。 

第１２条を第１３条とし、第１１条の次に次の１条を加える。 

（利用料金） 

第１２条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、鴨川の郷の利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の利用料金の額は、別表第２に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじ

め市長の承認を得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使

用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、

第６条（見出しを含む。）から第８条（見出しを含む。）まで並びに前条第１項第３号及

び第４号の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。 

 別表第２を次のように改める。 

別表第２（第４条、第６条関係） 

(1) 農林漁業体験実習館 

使用区分 単位 金額 備考 

宿泊利用 １泊１人 ５，５００円１５時～翌日の１０時 

一時利用 １時間以内１室 １，２００円原則として１１時～１４

時 

研修室 和室 １時間以内１室 ２，２００円原則として９時～２１時 



洋室 １時間以内１室 １，５００円原則として９時～２１時 

実習室 １時間以内１室 １，５００円原則として９時～２１時 

(2) コテージ 

使用区分 単位 金額 備考 

宿泊利用 １泊１棟 ３５，０００円１５時～翌日の１０時 

一時利用 １時間以内１棟 ３，０００円原則として１１時～１４

時 

(3) スポーツ広場 

使用区分 単位 金額 備考 

テ ニ ス

コート 

宿泊利用者 １時間以内１面 ６００円原則として９時～２１時 

宿泊利用者以外

の者 

１時間以内１面 ８００円原則として９時～２１時 

テニスコート照明 １時間１面 ７００円 

(4) 鴨川の郷キャンプ場 

使用区分 単位 金額 備考 

テントサイト １日１基 ５，０００円１３時～翌日の１０時 

（加東市滝野交流保養館条例の一部改正） 

第４条 加東市滝野交流保養館条例（平成１８年加東市条例第１５２号）の一部を次のよう

に改正する。 

第７条第１項中「する者」の右に「（以下「使用者」という。）」を加える。 

第８条中「保養館の施設を利用しようとする者」を「使用者」に改める。 

第１０条中第２項を削り、同条第３項中「第１項」を「前項」に、「とあるのは」を「と

あるのは、」に改め、同項を同条第２項とする。 

第１１条を第１２条とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

（利用料金） 

第１１条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、保養館の利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市

長の承認を得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使

用者は、使用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、



第７条（見出しを含む。）並びに前条第１項第３号及び第４号の規定中「使用料」とある

のは、「利用料金」と読み替えるものとする。 

別表１回券（１人）の項中「６００円」を「８００円」に、「３００円」を「４００円」

に改め、同表回数券（１１回）の項中「６，０００円」を「８，０００円」に、「３，００

０円」を「４，０００円」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の加東市社福祉センター条例、加東市東条福祉センター「とどろ

き荘」条例、加東市やしろ鴨川の郷条例及び加東市滝野交流保養館条例の別表の規定（次

項に規定するものを除く。）は、この条例の施行の日以後の使用許可に係る使用料について

適用し、同日前の使用許可に係る使用料については、なお従前の例による。 

３ 施行の日の前日までに発行した改正前の加東市滝野交流保養館条例別表に規定する回数

券の利用については、なお従前の例による。 



加東市社福祉センター条例等の一部改正（要旨） 

１ 改正理由 

消費税率（消費税及び地方消費税の合計税率をいう。）が引き上げられたことにより公の

施設の使用料の額を見直すこと及び指定管理者が収受する利用料金に関する事項を明確化

することについて、所要の改正を行うものである。 

２ 改正内容  

(1) 加東市社福祉センター条例の一部改正（第１条関係） 

ア 加東市社福祉センターの使用料の額を改めること。（別表） 

 イ 指定管理者が収受する利用料金に関する事項を明確化し、定めること。（第１６条） 

 ウ 使用料の不還付に関する規定を加えること。（第１１条） 

 エ 指定管理者が行う業務を加えること。（第１５条） 

 オ 所要の文言整理を行うこと。（第９条及び第１５条） 

(2) 加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例の一部改正（第２条関係） 

ア 加東市東条福祉センターの使用料の額を改めること。（別表） 

イ 指定管理者が収受する利用料金に関する事項を明確化し、定めること。（第１２条） 

ウ 所要の文言整理を行うこと。（第７条、第１０条及び第１１条） 

 (3) 加東市やしろ鴨川の郷条例の一部改正（第３条関係） 

ア 加東市やしろ鴨川の郷の使用料の額を改めること。（別表第２） 

イ 指定管理者が収受する利用料金に関する事項を明確化し、定めること。（第１２条） 

ウ 所要の文言整理を行うこと。（第１１条） 

 (4) 加東市滝野交流保養館条例の一部改正（第４条関係） 

ア 加東市滝野交流保養館の使用料の額を改めること。（別表） 

イ 指定管理者が収受する利用料金に関する事項を明確化し、定めること。（第１１条） 

ウ 所要の文言整理を行うこと。（第７条、第８条及び第１０条） 

３ 施行期日  令和２年４月１日 

第８５号議案 要旨



第８５号議案 新旧対照表

新   旧   対   照   表 

現       行 改   正   案 

○加東市社福祉センター条例の一部改正（第１条関係） 

（使用料） 

第９条 社福祉センターを使用しようとする者             は、別表に定める使用料

を納付しなければならない。 

２ （略） 

（権利譲渡の禁止） 

第１１条 （略） 

（原状回復の義務等） 

第１２条 （略） 

（損害賠償） 

第１３条 （略） 

（管理の代行等） 

第１４条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者（地方自治法（昭和２

２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下

同じ。）に施設の管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に

掲げる業務とする。 

(1) 施設の使用の許可及びその取消しに関すること。 

(2) 施設の維持管理に関すること。 

(3) 施設の使用者がその施設等又はその備品を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手

続に関すること。 

(4) 前３号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務 

３ 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、第９条に規定する使用料を指定管理者の収入と

して収受させることができる。 

４ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第５条から第１０条までの規

定中「市長」とあるのは「指定管理者」として、これらの規定を適用する。 

（使用料） 

第９条 社福祉センターを使用しようとする者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料

を納付しなければならない。 

２ （略） 

（使用料の不還付） 

第１１条 既納使用料は、還付しない。ただし、次に該当するときは、使用料の全部又は一部を還付

することができる。 

(1) 災害その他不可抗力による事由により使用できなくなったとき。 

(2) 使用者の責めによらない事由により使用できなくなったとき。 

（権利譲渡の禁止） 

第１２条 （略） 

（原状回復の義務等） 

第１３条 （略） 

（損害賠償） 

第１４条 （略） 

（指定管理者による管理） 

第１５条 市長は、施設の管理運営上必要があると認めるときは、指定管理者（地方自治法（昭和２

２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下

同じ。）に施設の管理を行わせることができる。 

２ 前項の規定により指定管理者に施設の管理を行わせる場合の当該指定管理者が行う業務は、次に

掲げる業務とする。 

 (1) 市長の承認を得て社福祉センターの開館時間及び休館日の変更を行うこと。 

(2) 施設の使用の許可及びその取消しに関すること。 

(3) 社福祉センターの使用料の徴収に関すること。 

(4) 市長の承認を得て社福祉センターの使用料の減免及び還付を行うこと。 

(5) 施設の維持管理に関すること。 

(6) 施設の使用者がその施設等又はその備品を損傷し、又は滅失したときにおける損害賠償の手

続に関すること。 

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が別に定める業務 

３ 第１項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第５条から第１０条までの規

定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする   。 

（利用料金） 



（委任）

第１５条 （略）

別表（第９条関係） 

使用料 

（ ）内は、冷暖房使用の場合に加算する。（単位 円） 

区分 午前 午後 夜間 昼間 午後及び

夜間 

全日 摘要 

９：００

～１２：

００ 

１３：０

０ ～ １

７：００

１８：０

０ ～ ２

１：００

９：００

～１７：

００ 

１３：０

０ ～ ２

１：００

９：００

～２１：

００ 

室名 定員 面積 

１

階

相談室   １０ ３２ ７００

（５０

０）

１，１０

０

（７０

０）

１，３０

０

（５０

０）

２，１０

０

（１，４

００）

２，３０

０

（１，２

００）

２，９０

０

（１，７

００）

憩いの間平日 ４５ （４０

帖） 

７２ 

２，４０

０

（１，１

００）

３，００

０

（１，５

００）

３，００

０

（１，１

００）

５，００

０

（２，８

００）

６，００

０

（２，８

００）

８，４０

０

（３，７

００）

土日・

祝日 

４５ （４０

帖） 

７２ 

２，６０

０

（１，１

００）

３，４０

０

（１，５

００）

３，６０

０

（１，１

００）

５，６０

０

（２，８

００）

７，００

０

（２，８

００）

９，６０

０

（３，７

００）

調理室   ３８ （調理

台 ７

台） 

１，８０

０

（５０

２，４０

０

（７０

２，２０

０

（６０

３，４０

０

（１，０

４，６０

０

（１，３

６，４０

０

（１，９

調理室は（調

理台７台・ガ

ス・オーブン

第１６条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、社福祉センターの利用に係る料金（以下

「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使

用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第９条（見

出しを含む。）から第１１条（見出しを含む。）まで並びに前条第２項第３号及び第４号の規定中「使

用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１７条 （略） 

別表（第９条関係） 

使用料 

（ ）内は、冷暖房使用の場合に加算する。（単位 円） 

区分 午前 午後 夜間 昼間 午後及び

夜間 

全日 摘要 

９：００

～１２：

００ 

１３：０

０ ～ １

７：００

１８：０

０ ～ ２

１：００

９：００

～１７：

００ 

１３：０

０ ～ ２

１：００

９：００

～２１：

００ 

室名 定員 面積 

１

階

相談室   １０ ３２ ７１０

（５０

０）

１，１２

０

（７１

０）

１，３２

０

（５０

０）

２，１３

０

（１，４

２０）

２，３４

０

（１，２

２０）

２，９５

０

（１，７

３０）

憩いの間平日 ４５ （ ４ ０

帖） 

７２ 

２，４４

０

（１，１

２０）

３，０５

０

（１，５

２０）

３，０５

０

（１，１

２０）

５，０９

０

（２，８

５０）

６，１１

０

（２，８

５０）

８，５５

０

（３，７

６０）

土日・

祝日 

４５ （ ４ ０

帖） 

７２ 

２，６４

０

（１，１

２０）

３，４６

０

（１，５

２０）

３，６６

０

（１，１

２０）

５，７０

０

（２，８

５０）

７，１２

０

（２，８

５０）

９，７７

０

（３，７

６０）

調理室   ３８ （ 調 理

台７台）

９１ 

１，８３

０

（５０

２，４４

０

（７１

２，２４

０

（６１

３，４６

０

（１，０

４，６８

０

（１，３

６，５１

０

（１，９

ガス・オーブ

ン使用を含

む。 



９１ ０） ０） ０） ００） ００） ００）使用）含む。

２

階

レクレー

ション室

平日 ９９ １３７ ２，４０

０

（１，１

００）

３，００

０

（１，５

００）

３，００

０

（１，１

００）

５，００

０

（２，８

００）

６，００

０

（２，８

００）

８，４０

０

（３，７

００）

土日・

祝日 

９９ １３７ ２，６０

０

（１，１

００）

３，４０

０

（１，５

００）

３，６０

０

（１，１

００）

５，６０

０

（２，８

００）

７，００

０

（２，８

００）

９，６０

０

（３，７

００）

相談室   １２ ３２ ７００

（５０

０）

１，１０

０

（７０

０）

１，３０

０

（５０

０）

２，１０

０

（１，４

００）

２，３０

０

（１，２

００）

２，９０

０

（１，７

００）

ボランテ

ィア会議

室 

  ２２ ３５ ６００

（５０

０）

１，００

０

（７０

０）

１，２０

０

（５０

０）

２，００

０

（１，４

００）

２，２０

０

（１，２

００）

２，８０

０

（１，７

００）

小会議室

①② 

 ８ ２０ ４００

（５０

０）

６００

（７０

０）

８００

（５０

０）

１，００

０

（１，４

００）

１，４０

０

（１，２

００）

１，８０

０

（１，７

００）

和室   １８ （２０

帖） 

３３ 

６００

（５０

０）

７００

（７０

０）

８００

（５０

０）

１，００

０

（１，４

００）

１，５０

０

（１，２

００）

２，１０

０

（１，７

００）

○加東市東条福祉センター「とどろき荘」条例の一部改正（第２条関係） 

（使用料） 

第７条 東条福祉センターの使用者             は、別表に定める使用料を納入しな

ければならない。 

（原状回復の義務等） 

第１０条 東条福祉センターの使用者の責めに帰すべき事由により、施設又は設備を滅失し、又は損

０） ０） ０） １０） ２０） ３０）

２

階

レクリエ

ーション

室 

平日 ９９ １３７ ２，４４

０

（１，１

２０）

３，０５

０

（１，５

２０）

３，０５

０

（１，１

２０）

５，０９

０

（２，８

５０）

６，１１

０

（２，８

５０）

８，５５

０

（３，７

６０）

土日・

祝日 

９９ １３７ ２，６４

０

（１，１

２０）

３，４６

０

（１，５

２０）

３，６６

０

（１，１

２０）

５，７０

０

（２，８

５０）

７，１２

０

（２，８

５０）

９，７７

０

（３，７

６０）

相談室   １２ ３２ ７１０

（５０

０）

１，１２

０

（７１

０）

１，３２

０

（５０

０）

２，１３

０

（１，４

２０）

２，３４

０

（１，２

２０）

２，９５

０

（１，７

３０）

ボランテ

ィア会議

室 

  ２２ ３５ ６１０

（５０

０）

１，０１

０

（７１

０）

１，２２

０

（５０

０）

２，０３

０

（１，４

２０）

２，２４

０

（１，２

２０）

２，８５

０

（１，７

３０）

和室   １８ （ ２ ０

帖） 

３３ 

６１０

（５０

０）

７１０

（７１

０）

８１０

（５０

０）

１，０１

０

（１，４

２０）

１，５２

０

（１，２

２０）

２，１３

０

（１，７

３０）

（使用料） 

第７条 東条福祉センターの使用者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料を納入しな

ければならない。 

（原状回復の義務等） 

第１０条          使用者の責めに帰すべき事由により、施設又は設備を滅失し、又は損



傷したときは、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第１１条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第

３項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。 

(1)～(7) （略） 

２ 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、第７条に規定する使用料を指定管理者の収入と

して収受させることができる。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせる場合にあっては、第４条から第６条まで、第８条及び別表

の規定中「市長」とあるのは 「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（運営審議会の設置） 

第１２条 （略） 

（委任） 

第１３条 （略） 

別表（第７条関係） 

施

設

等

使

用

料

区分 部屋名 料金 備考 

午前９時～午後６

時 

午後６時～午後１

０時 

会 議 休

憩等 

多目的ホール １時間につき３，３

００円 

１時間につき５，０

００円 

１ 間仕切りにより区分したときは、

使用面積割合に相当する額とする。

２ 営利を目的とした使用について

は、倍額の使用料とする。 

傷したときは、これを原状に回復し、これに要する費用を負担しなければならない。 

（指定管理者による管理） 

第１１条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第

３項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。 

(1)～(7) （略） 

２ 指定管理者に前項 の業務を行わせる場合にあっては、第４条から第６条まで、第８条及び別表

の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（利用料金） 

第１２条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、東条福祉センターの利用に係る料金（以

下「利用料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使

用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第７条（見

出しを含む。）から第９条（見出しを含む。）まで並びに前条第１項第４号及び第５号の規定中「使

用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。 

（運営審議会の設置） 

第１３条 （略） 

（委任） 

第１４条 （略） 

別表（第７条関係） 

施

設

等

使

用

料

区分 部屋名 料金 備考 

午前９時～午後６

時 

午後６時～午後１

０時 

会 議 休

憩等 

多目的ホール １時間につき３，３

６０円 

１時間につき５，０

９０円 

１ 間仕切りにより区分したときは、

使用面積割合に相当する額とする。

２ 営利を目的とした使用について

は、倍額の使用料とする。 

３ 使用料に１０円未満の端数が生じ

たときは、その端数を切り捨てる。



（略） （略） （略） 

（略） 

○加東市やしろ鴨川の郷条例の一部改正（第３条関係） 

（指定管理者による管理） 

第１１条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第

３項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。 

(1)～(6) （略） 

２ 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、第６条に規定する使用料を指定管理者の収入と

して収受させることができる。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせる場合にあっては、第３条から第５条まで、第７条及び第８

条の規定中「市長」とあるのは 「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１２条 （略） 

別表第２（第４条、第６条関係） 

(1) 農林漁業体験実習館 

使用区分 単位 金額 備考 

宿泊する場合 １泊１人 ４，０００円以内で規則で定

める額 

１６時～翌日の１０時 

宿泊し

ない場

合 

研修室 和室 ２時間以内１室 ３，６００円以内で規則で定

める額 

洋室 ２時間以内１室 ２，４００円以内で規則で定

（略） （略） （略） 

（略） 

（指定管理者による管理） 

第１１条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第

３項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。 

(1)～(6) （略） 

２ 指定管理者に前項 の業務を行わせる場合にあっては、第３条から第５条まで、第７条及び第８

条の規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（利用料金） 

第１２条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、鴨川の郷の利用に係る料金（以下「利用

料金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の利用料金の額は、別表第２に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承

認を得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使

用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第６条（見

出しを含む。）から第８条（見出しを含む。）まで並びに前条第１項第３号及び第４号の規定中「使

用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１３条 （略） 

別表第２（第４条、第６条関係） 

(1) 農林漁業体験実習館

使用区分 単位 金額 備考 

宿泊利用 １泊１人 ５，５００円１５時～翌日の１０時 

一時利用 １時間以内１室 １，２００円原則として１１時～１４時 

研修室 
和室 １時間以内１室 ２，２００円原則として９時～２１時 

洋室 １時間以内１室 １，５００円原則として９時～２１時 

実習室 １時間以内１室 １，５００円原則として９時～２１時 



める額 

小会議室 ２時間以内１室 ２，０００円以内で規則で定

める額 

(2) コテージ 

使用区分 単位 金額 備考 

宿泊する場合 ６人用 １泊１棟 １６，０００円以内で規則で

定める額 

１５時～翌日の１０時 

８人用 １泊１棟 ２８，０００円以内で規則で

定める額 

宿泊しない場合 ６人用 ３時間以内１棟 ３，６００円原則として１１時～１

４時 追加１時間ごと１

棟 

１，２００円

８人用 ３時間以内１棟 ６，６００円

追加１時間ごと１

棟 

２，２００円

(3) スポーツ広場 

使用区分 単位 金額 備考 

テニス

コート

施設使用者による使用

の場合 

２時間以内１面 ９００円原則として９時～２１

時 

施設使用者以外の者に

よる使用の場合 

２時間以内１面 １，２００円原則として９時～２１

時 

テニスコート照明 １時間１面 ５００円

施設使用者とは、農林漁業体験実習館又はコテージを使用する者をいう。 

(4) 鴨川の郷キャンプ場 

使用区分 単位 金額 備考 

ファミリーテント（床付き固定

式テント） 

１日１基 ３，０００円１３時～翌日１０時 

テントサイト １日１基 １，０００円１３時～翌日１０時 

キャンプ用具は、規則で定める。 

○加東市滝野交流保養館条例の一部改正（第４条関係） 

(2) コテージ 

使用区分 単位 金額 備考 

宿泊利用 １泊１棟 ３５，０００円１５時～翌日の１０時 

一時利用 １時間以内１棟 ３，０００円原則として１１時～１４時 

(3) スポーツ広場 

使用区分 単位 金額 備考 

テニスコ 

ート 

宿泊利用者 １時間以内１面 ６００円原則として９時～２１時 

宿泊利用者以外

の者 

１時間以内１面 ８００円原則として９時～２１時 

テニスコート照明 １時間１面 ７００円

(4) 鴨川の郷キャンプ場 

使用区分 単位 金額 備考 

テントサイト １日１基 ５，０００円１３時～翌日の１０時 



（使用料） 

第７条 保養館の施設を利用しようとする者             は、別表に定める使用料を

納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を

免除することができる。 

２ （略） 

（利用許可の制限） 

第８条 市長は、保養館の施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。 

 (1)～(3) （略） 

（指定管理者による管理） 

第１０条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第

３項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。 

(1)～(6) （略）  

２ 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、第７条第１項に規定する使用料を指定管理者の

収入として収受させることができる。 

３ 指定管理者に第１項の業務を行わせる場合にあっては、第５条から第８条までの規定及び別表中

「市長」とあるのは 「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１１条 （略） 

別表（第７条関係） 

利用者区分

利用券の種類 

大人（１３歳以上の者） 小人（６歳以上１３歳未満

の者） 

障害者手帳所持者 

１回券（１人） ６００円 ３００円 ３００円

（使用料） 

第７条 保養館の施設を利用しようとする者（以下「使用者」という。）は、別表に定める使用料を

納付しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を

免除することができる。 

２ （略） 

（利用許可の制限） 

第８条 市長は、使用者            が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、その者の入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。 

 (1)～(3) （略） 

（指定管理者による管理） 

第１０条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２４４条の２第

３項の規定により、次に掲げる業務を法人その他の団体であって、市長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。 

(1)～(6) （略）  

２ 指定管理者に前項 の業務を行わせる場合にあっては、第５条から第８条までの規定及び別表中

「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。 

（利用料金） 

第１１条 市長は、法第２４４条の２第８項の規定により、保養館の利用に係る料金（以下「利用料

金」という。）を指定管理者の収入として収受させることができる。 

２ 前項の利用料金の額は、別表に定める使用料の範囲内で、指定管理者があらかじめ市長の承認を

得て定めるものとする。 

３ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、使用者は、使

用料に代えて利用料金を納付しなければならない。 

４ 第１項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第７条（見

出しを含む。）並びに前条第１項第３号及び第４号の規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」

と読み替えるものとする。 

（委任） 

第１２条 （略） 

別表（第７条関係） 

利用者区分

利用券の種類 

大人（１３歳以上の者） 小人（６歳以上１３歳未満

の者） 

障害者手帳所持者 

１回券（１人） ８００円 ４００円 ４００円



回数券（１１回） ６，０００円 ３，０００円 ３，０００円

備考 

１ ６歳未満の者の使用料は、無料とする。 

２ その他市長が必要と認める場合に優待券を発行する。 

回数券（１１回） ８，０００円 ４，０００円 ４,０００円

備考 

１ ６歳未満の者の使用料は、無料とする。 

２ その他市長が必要と認める場合に優待券を発行する。 



加東市社福祉センター規則等の一部を改正する規則（案）  

（加東市社福祉センター規則の一部改正）

第１条 加東市社福祉センター規則（平成１８年加東市規則第９３号）の一部を次のように

改正する。

  第１条中「第１５条」を「第１７条」に改める。

第１２条中「第１４条第２項」を「第１５条第２項」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 指定管理者に条例第１６条第１項の規定により、社福祉センターの利用に係る料金を

指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第９条（見出しを含む。）及び様式

中「使用料」とあるのは「利用料金」と、様式第２号中「加東市会計管理者」とあるの

は「指定管理者」と読み替えるものとする。

（加東市東条福祉センター「とどろき荘」規則の一部改正）

第２条 加東市東条福祉センター「とどろき荘」規則（平成１８年加東市規則第９５号）の

一部を次のように改正する。

第１条中「第１３条」を「第１４条」に改める。

第１０条に次の１項を加える。

２ 指定管理者に条例第１２条第１項の規定により、東条福祉センターの利用に係る料金

を指定管理者の収入として収受させる場合にあっては、第５条（見出しを含む。）及び第

６条（見出しを含む。）並びに様式第１号から様式第４号までの規定中「使用料」とある

のは、「利用料金」と読み替えるものとする。

  様式第４号中「利用料」を「使用料」に改める。

（加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会規則の一部改正）

第３条 加東市東条福祉センター「とどろき荘」運営審議会規則（平成２５年加東市規則第

２８号）の一部を次のように改正する。

第１条中「第１２条」を「第１３条」に改める。

（加東市やしろ鴨川の郷規則の一部改正）

第４条 加東市やしろ鴨川の郷規則（平成１８年加東市規則第１０９号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条中「第１２条」を「第１３条」に改める。

第４条を削り、第５条を第４条とする。

第６条に次の１項を加える。

２ 指定管理者に条例第１２条第１項の規定により、鴨川の郷の利用に係る料金を指定管

理者の収入として収受させる場合にあっては、様式中「使用料」とあるのは、「利用料金」

と読み替えるものとする。

第６条を第５条とし、第７条を第６条とする。

第８５号議案 説明資料



別表を削る。

（加東市滝野交流保養館規則の一部改正）

第５条 加東市滝野交流保養館規則（平成１８年加東市規則第１１０号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条中「第１１条」を「第１２条」に改める。

第４条中「次に掲げるとおり」を「使用料を納めた者の責めによらない事由により保養

館の施設の利用ができなくなったとき」に改め、第１号を削る。

第７条に次の１項を加える。

２ 指定管理者に条例第１１条第１項の規定により、保養館の利用に係る料金を指定管理

者の収入として収受させる場合にあっては、第４条（見出しを含む。）及び様式第１号中

「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

  様式第１号中「利用料」を「使用料」に改める。

附 則

 （施行期日）

１ この規則は、令和２年４月１日から施行する。

 （経過措置） 

２ 第４条の規定による改正後の加東市やしろ鴨川の郷規則の別表の規定は、この規則の施

行の日以後の使用許可に係る使用料について適用し、同日前の使用許可に係る使用料につ

いては、なお従前の例による。 


